
 

令和２年度 第５回仙台市いじめ防止等対策検証会議 

 

日時 令和３年１月８日（金）10：00～12：00 

場所 青葉区役所４階 第２・３会議室 

出席 氏家靖浩委員（会長）、庄司智弥委員（副会長）、高橋恭一委員、 

古川直磨委員、本図愛実委員 

 

１ 開 会 

２ 検 証 

５ その他 

６ 閉 会 

 

＜配布資料＞ 

資料１ 仙台市のいじめ防止等対策に係る検証及び検討結果報告書案（令和元年度事業） 
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１ 開  会 

○事務局（いじめ対策推進担当課長） 

  本日は、お集まりいただきましてありがとうございます。 

  定刻となりましたので、ただいまより令和２年度第５回仙台市いじめ防止等対策検証

会議を開始いたします。 

  本日は、新型コロナウイルス対策として、皆様にはマスクの着用をお願いし、会議中

も換気等に十分配慮しながら開催いたします。ご協力くださいますよう、よろしくお

願いいたします。 

  はじめに、お手元の資料を確認いたします。 

  皆様のお手元に第５回検証会議次第、裏面に座席表、委員名簿、裏面に仙台市出席者

名簿、また、次第に記載しております資料１、そして、前回までの資料を手元のファ

イルにつづっております。資料の不足等がございましたらお知らせください。 

  続きまして、定足数の確認についてでございます。本日は５名全員のご出席ですので、

仙台市いじめの防止等に関する条例第54条に定める定足数を満たしていることをご報

告いたします。 

  なお、お手元の委員名簿の裏面に記載のとおり、子供未来局、教育委員会事務局から

関係職員が出席いたしておりますので、よろしくお願いいたします。 

  なお、副教育長に関しましては、所用により遅れての出席となりますので、ご了承く

ださい。 

  それでは、議事に移りたいと存じます。ここからの進行は氏家会長にお願いいたしま

す。 

○氏家会長 

  明けましておめでとうございます。どうぞ本年も、そして本日もよろしくお願いいた

します。 

  はじめに、会議の公開・非公開についてお諮りしたいと思います。本日の会議も、公

開ということを提案させていただきます。いかがでしょうか。 

  （各委員から異議なしの声） 

  では、公開で会議を進めてまいります。 

議事録署名についてですが、五十音順で、本日は庄司副会長にお願いしたいと思い

ます。 
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（「はい」の声あり） 

どうぞよろしくお願いいたします。 

  はじめに、前回の会議が約１か月前ということですので、前回までの会議の振り返り

をさせていただきたいと思います。前回の会議では特に次の３点を確認いたしました。 

１点目は、前々回の会議での委員の皆様からの質問や追加資料の求めについて、事

務局に資料を用意してもらい、確認をいたしました。 

２点目は、前々回の会議で大きな方向性は見えておりましたが、この会議の検証に

際しての柱である研修について意見交換をいたしました。 

一口に研修と言いましても、先生方にはいじめ以外の通常の業務がありますし、仕

事の上のキャリアの発達も考えなければならないということもあり、研修というもの

は非常に広範にわたるものです。特にいじめそのものに焦点を当てられた研修がどう

いったところに位置づいているのか、議論を進める中で、教育委員会の研修について

の働きかけや、教育局を離れた子供や学校が関わるところのバックアップの必要性な

どについても話題になりましたが、今回我々は、大きい柱としては研修のところから

はぶれないということでまとめたつもりです。 

３点目は、市長に提出する報告書に関して、大きく２つの確認をいたしました。 

１つ目としましては、昨年市長に提出した報告書で、いじめ対策担当教諭に関する

ことなどについて示した「改善に向けた方向性」への対応が、順調に進んでいるか第

１回の会議で確認をしましたが、この点についての項目を設けるということを確認い

たしました。 

２つ目としましては、今回の報告書の「検証・検討結果について」というところで、

具体的な意見交換をいたしました。どうしても研修は広範にわたるものですから、庄

司副会長に幾つか柱を作ってもらいました。１、個々の教職員の資質向上という側面

がまずはあるということ。２、単に一人の先生が仕事をするわけではありませんから、

学校の組織的対応、教職員の意識の共有の向上を図るにはどうすればいいかというこ

と。３、個々の先生や学校が頑張っても、仙台市及び教育委員会からの支援がないと

なかなかうまく回らないのではないかということで、仙台市及び教育委員会による支

援ということ。４、単に先生が関わるだけではなく、学校の中にはいろいろな専門職

の方が入っているわけですから、多職種間の連携ということ、以上の４つの柱を立て

て整理することを確認いたしました。 
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項目立て等については、研修というものは非常に広範にわたるものですから、研修

の改善をというだけでは、逆に受け取る側も大変だろうということで、会長と庄司副

会長で幾つか確認したものを年末にかけて委員の皆様にもお示しさせていただきなが

ら見直しを図ってきたところです。 

  報告書については、今申し上げたような形での視点なり、あるいは話題になったこと

も盛り込みながら、研修という大きな柱を立てた上で、原案を作っていくということ

で確認したつもりです。 

本日の会議につきましては、昨年ですと今の時期に市長に報告をいたしましたが、

市長へ報告する報告書案の検討を進めてまいりたいと思っております。 

ここまでの流れや経過につきましてはよろしいでしょうか。 

  （各委員から異議なしの声） 

では、本日の議論に入ってまいります。会長と庄司副会長で幾つか整理させていた

だいたポイントがありましたので、事務局に指示を出した上で資料を用意いたしまし

た。事務局より、資料についての説明をお願いいたします。 

○事務局（いじめ対策推進担当課長） 

  お手元の資料１につきましてご説明いたします。先ほど会長よりご説明がありました、

市長に報告する際の報告書案でございます。これまで、今年度の検証テーマでありま

す研修についての現状を確認し、評価や改善に向けた方向性についてご議論いただき

ました内容につきまして、会長、副会長のご確認の下、４つの項目で整理し直し、報

告書案に盛り込んだ形で資料を整えております。説明は以上でございます。 

○氏家会長 

  ありがとうございました。今、事務局から資料の説明がありましたが、限られた時間

の中で効率的に話合いが進められるように、正副会長案という形で報告書案を作りま

した。このあたりはこのように直すべきではないか、ここは盛り込むべきではないか、

この表現は不要ではないかなど、委員の皆様からのご意見を踏まえた上で最終の整形

を図っていきたいと思います。ここまでのところで何か確認等ございますか。 

  （各委員から異議なしの声） 

 

２ 検  証 

○氏家会長 
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  それでは、資料１の報告書案の内容の検討を進めてまいりたいと思います。報告書案

では、大きく章のような形になると思いますが、ローマ数字でⅠからⅧまで区分がな

されております。ローマ数字のⅠからⅧまで、順番に確認を進めていきたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

（各委員から異議なしの声） 

表現の中で、もしお気づきがありましたらお伝えください。それでは、項目ごとの

内容の確認を進めてまいります。 

まず、ローマ数字のⅠ「はじめに」のところをご覧いただいて、何かお気づきにな

るところ、加筆、修正等ありましたら承ります。いかがでしょうか。 

（各委員からなしの声） 

よろしいですね。 

では、ローマ数字のⅡ、令和元年度における「改善に向けた方向性」への対応とい

うことで、こちらが昨年の報告書を受けた形の部分ということになりますが、このロ

ーマ数字のⅡの部分に関して、御意見やお気づきのことがありましたら承ります。い

かがでしょうか。 

（各委員からなしの声） 

よろしいですね。 

続いて、ローマ数字のⅢ「検証テーマの考え方」では、今回の検証の進め方につい

てまとめました。その中で、提言等で指摘されている部分について、研修で対応する

というものが非常に多かったので、研修のところに絞り込んだわけですが、繰り返し

になりますが、今年度は全体として非常に大きいテーマになっています。「検証テー

マの考え方」に関して、御意見やお気づきのことがありましたら承ります。いかがで

しょうか。 

（各委員からなしの声） 

よろしいですね。 

ローマ数字のⅣ「検証・検討の方法」の部分に関して、御意見やお気づきのことが

ありましたら承ります。いかがでしょうか。 

○高橋委員 

３ページの１番ですが、１行目、「学校組織」で統一した方がいいのかと思います。

前のページも「学校組織の対応力の向上」という表現になっておりました。 
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○氏家会長 

「学校」という表現ではなく「学校組織」で取り組むという意味合いで言葉が進ん

できているわけですから、「学校組織」で統一してはどうかとのご提案でした。「学

校」だけではなく「学校組織」という表現が前の方でも使われているし、意味すると

ころとしては重要ではないかということですから、承っておきたいと思います。 

それでは、ローマ数字Ⅴの１「個々の教職員の資質向上」の部分に関して、御意見

やお気づきのことがありましたら承ります。いかがでしょうか。 

  （各委員から異議なしの声） 

ローマ数字Ⅴの１「個々の教職員の資質向上」の部分についてはよろしいですね。 

それでは、ローマ数字Ⅴの２「学校等における組織対応・意識の共有の向上につい

て」の部分に関して、御意見やお気づきのことがありましたら承ります。庄司副会長、

お願いいたします。 

○庄司副会長 

評価の12番の「学校現場の人的資源、時間的資源の制限がある中で、例えばいじめ

の認知件数などの数値的な評価だけに」と書いているところで、「教員の対応力の向

上が目的なのだから、評価に固執し過ぎなくてもいいのではないか」と書かれていま

すが、ここのところで評価にこだわらなくてもよいのではないかと書くのは、若干違

和感があると個人的には思っているところでした。 

その前提で「例えばいじめの認知件数などの数値的な評価だけに」というように書

かれてはいますが、なぜ評価にこだわらなくてよいと考えるのか説明があった方がよ

いのではないかと思っていたところです。 

具体的に言うと、いじめの認知件数というのは、学校で積極的に見つけて対応して

いれば増えますし、逆に無視して気づかないふりをしていれば減るという性質もあり

ますので、そのあたりのところも記載をして、だからこそ認知件数という数値を単純

に評価に使うというのは適切ではないというようなところを記載した方がよいのでは

ないかという印象を持っていたところです。いかがでしょうか。 

○氏家会長 

  例年秋口に文科省からの速報が出され、メディアを通していじめの認知件数が伝わっ

てくると、多い少ないと一喜一憂する部分がありますが、多いから悪いとか少ないか

らよいという単純なレベルのものではないということを、私もこの場で申し上げたつ
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もりです。評価をめぐる問題の中で、例えばいじめの認知件数の数値をどのように扱

うかというのは、その立場というか見方、考え方によっていろいろ変わる部分がある

かと思いますし、その時々の学校の状況によって変わるものでもありますので、認知

件数が多いからだめなどというように言い切れない、評価の難しさがあるというよう

な気がしています。私自身、振り返ってみますと、個人的な思いが強過ぎた部分もあ

るのかもしれません。 

庄司副会長からご指摘がありましたが、文面そのものに補うか、あるいはこれだけ

では通じない部分への加筆をするなど、他の委員の皆様から、評価をめぐるところで、

ご意見ありますでしょうか。高橋委員、お願いいたします。 

○高橋委員 

全く同意見です。評価の12番の「学校現場の人的資源、時間的資源の制限がある中

で」という文章が、その後の部分とどのような関わりを持っているのか少し分かりづ

らく、そういった中で、認知件数が云々となるのはちょっと違うのではないかと思い

ました。 

この評価の12番と13番を受けて、「改善に向けた方向性」の10番と11番の間に、例

えばですが「いじめはどこにでも起こり得るものであって、学校における認知件数の

多い少ないで評価するのではなくて、検証内容を踏まえて丁寧に認知して適切に対応

していること、そのことが評価されることを改めて学校に委員会からしっかりと周知

するべき」というように追加していただくと、この評価の12番と13番が「改善に向け

た方向性」につながっていくのではないかと思いました。 

○古川委員 

この評価の12番は、私の発言が中心になっていると思いますが、「人的資源、時間

的資源の制限がある中で」の話は、あくまでも研修の内容が各先生方の資質の向上に

つながっているのかの評価についてであって、いじめの認知件数がどうのという話で

はなかったと思いますので、今、庄司副会長と高橋委員からご指摘あったとおり、認

知件数と絡めてしまうと全く違う話になってしまうという印象を受けました。 

○氏家会長 

  本図委員、いかがでしょうか。評価をめぐる問題のところで、書きぶりなど、何かあ

りますでしょうか。 

○本図委員 
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  高橋委員のご発言について妥当かと思います。評価についての考えは、５人の委員が

共通していると思いますので、書きぶりについては、あくまでも他者に伝わるように

直していただけたらと思います。 

○氏家会長 

  表現が難しいところではあると思うので、もしかするとまだ言い足りないところ、あ

るいは気をつけなければいけないところをぎりぎりまで確認をしたいと思います。 

研修を受けたことでいじめ認知件数が上がったから研修の効果があったというもの

でもなく、先生方が「どうも、あの子のあの様子は気になるね」ということでいじめ

が見つけられるなど、先生方の意識が高まっていることの方が重要なわけで、研修を

受けたことによって認知件数が増えるのがよしとか、研修を受けたけれども認知件数

が増えないからだめというものではないということが、この研修自体の評価の難しさ

であると思います。 

評価の12番と13番については、少し言葉を選ばせていただき、いじめの認知件数が

増えた、減ったというところでの評価をするのが重要ではなく、いじめに関する感知

力が高まるということの方を研修の評価としたいと思いますので、会長、副会長と事

務局で整理させていただくということで預からせいただきたいと思います。委員のご

発言の趣旨については了解したつもりです。ありがとうございました。 

  ローマ数字Ⅴの２「学校等における組織対応・意識の共有の向上について」の部分に

関して、ほかにお気づきのところがありましたらお願いします。 

○古川委員 

  若干フリートークのようになってしまいますが、伝達研修についての実際の学校現場

でのやり方について教えていただきたいと思います。 

評価の10番について、全ての研修について学校に持ち帰って伝えることは難しいと

いうような記載がありますが、その一方で、極力伝えましょうというような記載にも

なっています。実際に学校に持ち帰って伝達するときには、伝達研修の対象になる先

生には、いろいろな職員の方、ランクの方がいると思いますが、先生方全員に伝える

形になっているのか、また、その場はどういう場なのか、それから、伝え方は口頭な

のか書面なのか、実際の学校現場ではどうなっているのでしょうか。 

○高橋委員 

  朝の打合せなどではなかなか時間が取れないので、月１回の職員会議で若干の時間を
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取って、ミニ研修のような形で情報を共有するという形が一つあります。それから、

なかなかそこまで時間が取れない学校では、ОnｅＮoteという仕組みがあり、全職員

がパソコン上で見れますので、朝の打合せで、研修に行ってきた先生が、いじめに限

らず全てですが、関係する先生方にご覧になっていてくださいと呼びかける形もあり

ます。 

ただ、見てくださいと言っても、なかなか見ることができないのが現状ですので、

これは重要だというものについては印刷をして全ての先生にお渡しし、共有するよう

な工夫をしております。重要なものについては、職員会議でミニ研修という形で伝達

しているというような状況です。 

○古川委員 

  分かりました。ありがとうございました。「改善に向けた方向性」の２番について読

ませていただき、かつ、高橋委員から実際の現場での伝達というものがどうなってい

るのか伺わせていただくと、学校によってそれぞれのやり方があり、温度差もあるの

ではないかという印象を受けましたし、この「改善に向けた方向性」の記載では、結

局学校にお任せになる部分が多いのではないかというような印象も受けました。 

何が言いたいのかというと、研修を受けた先生が何を伝達しなければならないのか、

例えば３点に絞って記録して持ち帰り、なおかつ伝えるべき対象、職位が様々ある中

で、全員に伝えなければならないのかというと、必ずしもそうではないと思いますの

で、伝えるべき対象を明確にして伝達研修すべきということを、「改善に向けた方向

性」に記載できればよいのではないかと感じました。 

○氏家会長 

  大変重要なご指摘だと思います。評価の10番のところに「自治体によっては」という

記載がありますが、実は、仙台市に限らず、本県は不登校が多い県という言い方、受

け止め方をされています。私の個人的な意見として、不登校自体がいいとか悪いとか

単純に言うのではなく、不登校の本質的な問題というのは、子供が悩みを抱えている

ということが深刻な問題なはずです。宮城県が各教育事務所単位で不登校に関する研

修会を行うときに、実は私も講師を引き受けるものですから、そのときには開催通知

案内文の中に、伝達研修することという文言は入っていますが、伝達研修がどのよう

になされているかというと、県の場合も、その各学校にお任せだというような表現で

しかありませんでした。 
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ですから、学校の切実さによって、職員室内でシェアしましょうというような学校

もあれば、こういう研修を受けましたレベルで終わってしまう学校もあるということ

で、「改善に向けた方向性」に関して、このままの表現では、まだプッシュが弱いと

いうようなニュアンスであれば、この場で言える部分には限りがあるのかもしれませ

んが、確実に伝わるような伝達研修の在り方を工夫することについて、「しなさい」

だけではない形での何か盛り込み方を考えた方がよいかと感じました。 

身も蓋もない話ですが、私は講師の側にも問題があると思っています。受講する先

生方のニーズや、学校が置かれている状況を念頭に置きながら話をして、「この部分

を伝えてくださいね」とおっしゃっているような講師の先生だと、受講された先生が

お持ち帰りしたときに、どのように伝えようという工夫もあるかもしれません。中に

は、ご自身の説だけを言いたくなるような先生、講義をするだけで精一杯の先生もお

られるかもしれないので、そうなると受講された先生も、どのようにこれを学校で伝

えようかと難儀されているのではないかと感じるところではあります。本当に自分自

身に振り返ってくるところもありますが、伝達研修の在り方についてもう少し踏み込

んだ表記を考えた方がよいでしょうか。 

○古川委員 

  すみません。先ほど私が発言した具体的なことまで書いてしまうと、教育委員会、学

校としての取組も難しくなってしまうと思いますので、そこは氏家会長の腕にかかっ

ているかとは思いますが、今のままの「改善に向けた方向性」では、学校側の対応が

余り変わらないのではないかとの印象を受けておりましたので、その点ご検討をいた

だきたく思います。 

○氏家会長 

  委員の皆様も同じことを思われていると思いますが、先生がご自分のキャリアなりで

ご自分のテーマも明確で受けにいく研修と、学校から代表として校務分掌なども踏ま

えた上で研修を受けにいき、先生方に伝えてくださいと言われる研修とでは、同じ研

修という用語を使いつつも、どのように学校でシェアするかの方法もおのずと変わっ

てくる部分もあるかと思います。ですから、絶対このスタイルを徹底しなさいとは言

い切れない部分があると思います。 

  ただ、あるお立場以上の先生方は、常に学校全体に対しての意識の向上や新しい考え

方の共有ということを意識しながら、その学校代表で研修を受けられる先生もおられ
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ると思いますので、伝達研修を工夫できる余地がある学校は、いろいろ挑んでみてほ

しいというようなことも申し上げてもいいかと思います。 

また、研修を一生懸命受けに行っても、クラスをおろそかにしてしまうと、「あの

先生しょっちゅう研修に行っている」と保護者の方々に誤解を受ける可能性もありま

すので、こういう研修を受けてきたと伝えることによって、それが子供たちにも保護

者の方にも、ひいては住民の方々にも、あの先生方は学校のために新しい情報、考え

方を得に行っているということが伝わるぐらいの研修にしなければいけないし、その

ための伝達研修の在り方については、各学校とそのときのテーマに応じて工夫してほ

しいというところは加筆させていただきたいと思いますが、この部分について何かあ

りますでしょうか。 

○庄司副会長 

  氏家会長のお話伺い、私も思うところが３点ありました。「改善に向けた方向性」の

９番には、１つ目に「特に重要な研修を指定し」とあり、２つ目に「伝達研修を実施

するよう周知徹底を図る」とあります。 

先ほど氏家会長がお話しになったところを踏まえて考えると、そもそも教育委員会

にお願いをしなければならないことは、「特に重要な研修を指定し」というのは、つ

まり、いじめの観点から、その研修がどのように位置づけられるのか、きちんと考え

てほしいということになるのだと思います。 

それを考えた上で、自説だけを話して終わるような研修が、果たして特に重要だと

言えるのかどうか、それが重要ではないと言うのであれば、いじめとの関係性が低い

研修をやっているということになるという自覚を持っていただきたい、ということに

なるのではないかと思います。 

  その上で、逆に言うと、教育委員会から講師の先生に対して、いじめの観点から大事

なことを伝えてほしいとお願いをし、また、これは学校に持ち帰ってほしいというも

のを整理して伝えるようにお願いをしていただく必要があると思います。それを行っ

た上で、先ほどの古川委員のお話にもあった周知徹底を図ることという形になるので

はないかと思います。 

そう考えると、特に重要な研修を指定するというのは、いじめに関する研修の中で、

その研修の位置づけというのを改めてきちんと考えて、持ち帰って何を伝えてほしい

のか、伝えてほしいと思う内容を意識的に講師の先生に伝えて、それをお願いしなけ
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ればいけないと思います。何となくルーチンワークでお願いをしているからお願いし

ますではだめだと思いますので、古川委員のお話も伺い、もう少し踏み込んで書くべ

きかと考えていました。 

○氏家会長 

  自分も講師を引き受ける側なのですが、教育委員会が研修会を設定するにあたり、講

師の選定し、この部分を強調してお話をお願いしたいという方向性を作り、だからこ

そ重要な研修であるというところは大いに関与してほしいところです。今、庄司副会

長からご発言がありましたが、その部分について、文面上肉づけいたしましょうか。 

○本図委員 

  庄司副会長のご発言のとおり、とても構造的にまとめてくださっていて、そのような

踏み込み方ができるのであれば、そうしていただけたらと思います。 

ボリュームがあるので、それで終わるのであればそれで構いませんが、「改善に向

けた方向性」の10番がマストになっていて、マイナスのところを教訓としてまとめて

いくという感じがあります。先生方を動機づけしていくときに、いみじくも氏家会長、

庄司副会長がご発言されたように、こんな工夫をして効果的に伝達していると、創意

工夫しているところに光を当てて、限られた時間の中でやっているということこそ周

知してほしい気がしております。教訓集も、この点について気をつけてくださいとい

うものはあってよいと思いますが、効果的に工夫していることに光を当てた方が人間

の動機づけとしても高まって、「ああ、そんなちょっとのことで、そうやってできて

いるんだ」となっていきますので、視点を逆から見ていただけるとよいのではないか

と思っております。 

○氏家会長 

  ありがとうございました。本図委員のご発言で、特に「教訓」ということについては、

いわゆる医療事故の関係で、ヒヤリ・ハットと俗に言うところのインシデント集とい

うものがあり、例えば取り違いが起きそうなものであれば、ラベルの色を変えてミス

を起こさないようにしましょうなどという話を盛り込んだ部分があったので、まさに

否定的見解で言葉を選んだ部分もあります。 

本図委員のご発言のとおり、このような形だと教職員が意見を共有することができ

たという肯定的な側面というか、うまくいった事例集というのは絶対必要だと思いま

すので、この「教訓」という表現も含めて、このような形で工夫することによって職
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員の意識向上が図れたというような、他の学校にも伝わるような形ものを吸い上げる

ように、教育委員会に求めたいということにしたいと思います。 

○本図委員 

  学校現場について、私が言うのもおこがましいのですが、伝達研修についてこのよう

な書きぶりになると、伝達研修をしたか否か、そういう形式的なところに焦点がいっ

てしまい、氏家会長がご発言されたように、私たちは、意識が共有できない、スキル

が共有できない、そちらを事故だと思うわけですが、そこがずれてしまうと、学校現

場ではまた何かチェック表的なものが入ってきたのかぐらいにしか思われないのでは

ないかと思います。お願いしたいのは、伝達研修という形ではなく、意識の向上だっ

たり、共有だったり、スキルの共有であるというところが、十分注意しないと、先生

方に伝わっていかないのではないかと思いました。 

○氏家会長 

  ご指摘ごもっともだと思いました。伝達研修の有無のチェックの問題ではなく、伝達

研修について、きちんと工夫された形で行われることによって教職員の意見が統一し、

職員室のマネジメントが功を奏したというようなことについて、同じような課題を抱

えている学校はシェアしてくださいとの持っていき方にしなければいけないだろうと

思います。そのあたりの文言は入れなければいけないなということを、ご指摘いただ

いて気づいた次第です。ありがとうございました。 

  ローマ数字Ⅴの２「学校等における組織対応・意識の共有の向上について」の部分に

関して、ほかにお気づきのところがありましたらお願いします。 

先ほど、庄司副会長のご発言にもありましたが、講師の選定であったり、講師研修

を主催するに当たっての工夫のところは、ぜひ丁寧に各学校に伝えてほしいというと

ころであり、特にこの部分をお願いしたいということも含めて、それで初めて伝達研

修まで含めての一連の流れができるかと思いますので、評価の９番と10番の文言につ

いて、こちらで預からせていただき、整理し直したいと思います。次に進めてまいり

たいと思います。 

  ローマ数字Ⅴの３「仙台市及び教育委員会による支援」の部分に関して、御意見やお

気づきのことがありましたら承ります。いかがでしょうか。 

○本図委員 

  ここも丁寧にまとめていただきありがとうございます。評価の18番に「いじめ対策担
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当教諭」の調査研究というようなことが出ています。会議の中で申し上げたかと思い

ますが、いじめ対策担当教諭は、まさにミドルリーダーとして自立的に、各学校で自

分はどうしていったらいいかということを考えていただきたい、そういう方々になっ

ていただきたい、ということなのですが、この文言だと調査の対象者のような印象が

あります。いじめ対策担当教諭の研修の中身自体が、自分たちが受け手ではなくて主

体だという、そういう研修であるだろうと想像しますが、そのことが体現できている

かということに踏み込みたいという思いがあります。研修で一方的に話を聞いて、

「ああ、そうですね」と帰っていく、そういうレベルの方々とは違うと思いますので、

研修の内容も、どう学校をつくって守っていくのかというものであるべきで、それ自

体を体現してくださっているかという意味での調査研究というニュアンスが、この簡

潔な文章では伝わらないかもしれないと思っており、その点をご検討いただけるとよ

いと思っております。 

○氏家会長 

  大変するどいご指摘と思います。委員のご発言のような形のニュアンスになるような

工夫が必要かと思います。他の委員の皆様は、いかがでしょうか。何かお気づきがあ

れば承ります。 

○庄司副会長 

  支援関係ということで、評価の21番のところで、「教職員個人に責任を負わせるとい

う印象を与えないことが重要だ」ということが書かれていて、評価の20番とも関連し

ますが、「教職員が主体的に活躍できるように」というところについては、個人個人

の教職員が、自分たちで対応できないようなことが出てきたときにどうするのかとい

う話が出てくると思います。 

ニュアンスが少し違うかもしれませんが、高橋委員からもありましたが、例えば医

療的なケアが必要な生徒がいたときに、学校の先生は医療的な知識を十全に持ってい

るわけではないだろうと思いますので、タイムリーに診てもらったり助言をもらった

りするのは重要なところだろうと思います。それを体制として整えていただきたいと

いうようなことを、改善に向けた方向性に入れられないかというところがあります。 

アーチルなどはあるにしても、タイムリーにというのはなかなか難しいと伺ってい

ましたので、このあたりをどう書くかというところはあるにしても、何らかの言及が

必要ではないかと私としては思ったところでした。いかがでしょうか。 
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○氏家会長 

  高橋委員、どうぞお願いします。 

○高橋委員 

  ありがとうございます。前回の会議でそのようなことを申し上げ、「改善に向けた方

向性」の15番に、「困難化したいじめ事案に対応するための支援体制のより一層の充

実を図る」と書いていただきました。今すぐにそういったパイプを作ったり、体制を

作ったりしていくのはなかなか難しいので、私としてはここではこういった書きぶり

で留めて、これを受けて仙台市委員会の方で、例えば医療とのパイプとなる窓口を作

ってもらうとか、ドクターが委員会にもいるわけですから、そういったもののアナウ

ンスを工夫していくとか、そういったことを具体的に進めていき、今後、そういった

仕組みを作っていくことを進めていってもらえればと思っていたところです。何かし

らそういった意味合いのことを入れていただければなおいいのかと、今お話聞いて思

いました。 

○氏家会長 

  庄司副会長と高橋委員からご発言がありましたが、他の委員の皆様はいかがでしょう

か。庄司委員からのご発言からいくと、整理しなければいけところが出てくるかと思

います。要するに、個々の先生方が全て負うという形ではなく、市及び教育委員会が

きちんと個々の先生方が十全に働きを全うできるようにするということと、事が起き

たときに個々の先生方に責任を負わせないような仕組みづくりが一方で必要ではない

かということと。仕組みとまで言わないまでも、印象というか、先生方お一人お一人

が追い詰められないようにするための表現や、何か表現以上の工夫があれば、設けら

れたらよいかと思いますが、いかがでしょうか。 

○庄司副会長 

  高橋委員のご発言を聞いていて、私の意見は多分２つだったと思いました。１つは、

医療的なケアの話であれば、学校現場の先生が助言を得たいと思っても、あるいはも

っと助言を得るようにと研修で言われていても、実際にタイムリーに助言を受けられ

なければそこで止まってしまい、うまくいかなくなってしまうということがあるので

はないかということ。 

  もう１つは、個々の先生に責任を負わせないようにというような話は、医療的なケア

の話とはまた別の場面でもあり得ると思いますが、研修を受けて研修のとおりにやろ
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うと思ったが、上の先生とか周りの協力を得られず、結局全部ある一定の先生に押し

つけられてしまって、どうしようもなくなってしまうというパターンもあるので、そ

うならないように学校内で、ある先生に全部押しつけるようなことがあったときに、

教育委員会がフォローできるような体制をつくりましょうということと、この２つで

あったと思いました。 

○氏家会長 

  委員の皆様いかがでしょうか。庄司副会長のご発言の後半部分は、いじめや配慮の要

る子供さんだけの問題に限らないと思いますが。 

（「はい」の声あり） 

組織構造の問題にもなりますが、学校運営上これはあなたに与えられた仕事で、研

修を受けてきているのだから頑張るようにと、管理職的なリーダーの立場の先生方に

は、個々の先生方に全部押しつけないようにすることを留意してほしいし、なおかつ、

問題が発生したときには、個々の先生の問題ではないということを明確にするという

ことでよろしいですね。 

評価の21番にかぶるところで、恐らくいじめに限らない、職員室内での組織経営マ

ネジメントのような問題にもなるのかと思います。 

結果的に順番が逆になりますが、高橋委員のご発言にもありましたように、気がか

りな子供さんについて、なかなか校内でうまく回らない、あるいは教育委員会に応援

を求めたいというときに、円滑に求められるような仕組みというか流れを構築してほ

しいということになるかと思いますので、評価の20番と21番については、現行のまま

だとニュアンスが伝わりづらい部分もあるかと思いますので、文言を工夫したいと思

います。 

そして、責任を負わせるということはないのでしょうが、抱え込まないようにする

ということと同時に、校内の組織体制が個々の先生への押しつけにならないというこ

とと、もし学校内で大変な事態になれば、教育委員会なり他の部局でも、バックアッ

プできるような体制づくりをというような文言に直したいと思っています。 

県教委の関係では、高校に在学している方で精神疾患が疑われた場合ですと、まず

教育事務所に連絡をする形になっていると聞いています。というのは、学校に在学し

ている方の場合、個々の精神科の医療機関、クリニックの方が対応するとなると、学

籍があれば学校とも絡むことになるので、まず教育事務所を通して組織対応の形を取
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り、休学が必要な場合、あるいは精神疾患ではないと思うので学校で頑張ってみてく

ださいという場合も、学校対医療機関ではなく、教育事務所が入るような形を取って

いるようです。 

それがいいときもあれば、悪いときも当然あるようですが、ただ少なくとも、どう

も気がかりな生徒がいるときに、担任が丸抱えするのではなく学校として対応するこ

とと、教育事務所にバックアップしてもらいながら必要な医療機関なり専門医療機関

との橋渡しをするような仕組みがあると聞いています。 

そのままいただくのがいいのかどうかは分かりませんが、このままの表現ですと、

なかなか解決できないようなことがあったときに、個々の先生方が頑張れなかったせ

いではないかとなると、先生方が責任を負ってしまう部分や、あるいは要らぬプレッ

シャーとなる部分もあるかと思いますので、教育委員会としての関わりなり、先ほど

高橋委員のご発言にもありましたが、教育委員会で抱えていらっしゃるお医者さんで

あるとか、他の仙台市の部局でうまく応援してもらえるようなところがあるとよいの

ではないかと思います。 

今回、子供相談支援センターの話は丁寧に取り上げてはおりませんが、他の部局で

応援してもらえるところはあるはずですから、どうしてもアーチルは稼働の面でも話

題として出しやすくなる部分はありますが、他の部局に応援を頼めるようにするのは

教育委員会の役割にもなるし、校内でもリーダーの先生方に周知を徹底してほしいと

いうところを、表現の中に盛り込むようにしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○庄司副会長 

  まさに医療的なケアの必要性が疑われる、あるいは必要性があるか分からないので助

言を受けたいというときに、それをできるだけスムーズに受けられるような体制につ

いて、教育委員会の方で検討していただくということまでは書いていただいてもいい

のではないかと思いました。 

  評価の12番から15番のところには、医療的なケアについて何も言及がなく、イメージ

しづらいと思いますので、これはもう書いていただいていいのではないでしょうか。

直接的には、予算の関係もあるでしょうから、早急に全部というのは難しいにしても、

検討していただいて、検討の結果やはり必要だということであれば、予算の獲得に向

けて議会にお願いをするということでは、いかがでしょうか。 

○氏家会長 
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  教育相談課長、突然振ってしまいますが、実際上、介入されているケースはあるので

しょうか。 

○事務局（教育相談課長） 

  教育委員会として、精神科医の先生を何名かお願しておりまして、児童生徒や保護者

に対応するという手だては設けてございます。当然、学校からこういった生徒がいる

という相談があった場合には、保護者の了解をまず取っていただき、教育相談という

形で、教育相談課に設置した相談室の中で、ドクターの方と保護者、あるいは児童生

徒本人と面談するという事業は既に設けてございます。 

○氏家会長 

  私の個人的な意見になる部分もありますが、今回の報告書が、教育委員会の仕事を急

に増やすという気は全然持っておりません。それよりも、実は今機能されている部分

について、十分生かされていなかったり、個々の先生方がご存じないのではないかと

いう思いもあります。 

そのため、気がかりな生徒がいて、私などの立場から見れば、これは何らかの発達

的な問題ではないかと思う場合でも、先生方からすれば、単に言うことを聞かない子

という見方をされていると、先生ご自身もいい仕事ができないし、結果的にクラス運

営もうまくいかないということになると思います。 

ただ、実際上、仙台市なり教育委員会なりにも相談の様々なチャンネルがあって、

当然それは担任の先生だけの個人的な意見ではなく、学校からきちんと上げていただ

かなければいけない部分と、保護者の方の同意を得られなければいけない部分はある

と思いますが、そういったところがスムーズにいかないがために、個々の先生方がう

まくいかないと無駄な焦りを感じないようするためにも、既に今あるものがきちんと

機能するための表現が盛り込まれるべきものではないかと思います。 

  先ほど教育相談課長から説明いただいた相談は、かなりの頻度でやっているのでしょ

うか。ざっとでも構いませんが、年間なり、象徴的な何かなり、いかがでしょうか。 

○事務局（教育相談課長） 

今、数値的なものを持ち合わせておりませんが、近年、児童生徒自身の不安定さや、

医療機関への支援が必要ではないかという見立ての下に、学校から教育委員会の方に

相談が寄せられるケースは増えてございます。 

○氏家会長 
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  数値の件は突然ですみませんでした。やはり先生方が、この子は言うことを聞かない

とか、クラス運営がうまくいかないと感じたときに、もしかすると校内で解決してい

ただくチャンネルがあるかもしれませんが、先ほど高橋委員のご発言にありましたが、

今、教育相談課長からの説明にもあったように教育委員会がバックアップに入れば、

もしかすると少し違う視点がもたらされるということもあるかと思います。しかし、

既にそういったものが機能しているにもかかわらず、まだ十分ではないというところ

は、「改善に向けた方向性」の中にうまく落とし込めるようにして、子供たちにとっ

ても、先生にとっても、校内の生活が円滑に進むような形での文言を、庄司副会長か

らのご発言にもあったように、少し踏み込んだ形での加筆も考えたいと思いますので、

こちらで預からせていただきたいと思います。 

  ローマ数字Ⅴの３「仙台市及び教育委員会による支援について」の部分に関して、ほ

かにお気づきのところがありましたらお願いします。いかがでしょうか。 

  （各委員からなしの声） 

  では、ローマ数字Ⅴの４「多職種間の連携について」のところを見てまいりたいと思

います。何かお気づきがありましたら、お願いいたします。 

○庄司副会長 

  どこまで書くか問題になるかと思いますが、これまでの会議の中で、仙台市のスクー

ルソーシャルワーカーが、なかなか民間の研修に参加できていないというようなお話

が、氏家会長からあったと思いますが、そういった研修になかなか行けないとなると、

底上げという言い方も変ですが、いろいろな知見を高めていくというところに限界が

出てきてしまうのではないかというところがありますので、市あるいは教育委員会ど

ちらになるのか分かりませんが、専門職が県あるいは国や東北地域というところも含

めて、そういった外部の研修を受けるということがすごく有意義であり、とりわけ、

スクールロイヤーも含めてですが、カウンセラーやスクールソーシャルワーカーとい

うのは人数が少ないというところもあるので、外部の研修も受けられるように配慮す

るというところも書き加えてもいいのではないかと思っておりましたが、この点まで

書くかどうか、ご意見をいただければと思います。 

○氏家会長 

  庄司副会長からのご意見は、一旦、私が頂戴した意見として、個人的な回答も含めて

申し上げたいと思います。この多職種間の連携は、会長、副会長のレベルでも実は言
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いたいことはいろいろあるので、盛り込み過ぎると内容が増えてしまうし、研修の大

きな流れの中では、ここら辺が限界かと思ったところもありますので、悩ましいとこ

ろではないかと思います。 

この間の、私どもが確認した提言の中でも、養護教諭の先生への期待は大きいもの

がありました。ただ、養護教諭の先生の現在の学校での役割づけの中で、一人勤務の

養護教諭の先生に、あれもこれもとどこまでお願いしていいのかというようなところ

あたりは、必ずしも踏み込めなかった部分でもありました。 

要するに、スクールロイヤー、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ーは、厳密な意味での所属は教育委員会ですが、原則的には、いわゆるパートタイム

的なところがありますので、どの辺りまでお願いできるものなのかということがある

と思います。このあたりは、正直、今回この研修の大きい柱の中で盛り込むとすれば、

このあたりが今回まずは入り口で、今後この検証の中で、校内にいる教職員と、やや

専門性の異なる方々が、教育現場の内容も理解した上で、他の分野の専門性を生かし

てもらうための工夫というときに、ロイヤー、カウンセラー、ソーシャルワーカーの

研修をどのように作るべきかというのは、半分は次の宿題になるのではないかという

思いも正直あります。 

今回は、全部は盛り込めませんが、今後、研修だけではなく、多職種間連携、他の

専門性のある方を校内でどのように活用して、いじめ防止をより充実させるかという

ときには、もう少し踏み込んだ形に持っていければと思っています。私は、今回は、

ここら辺がとりあえずかじを切れたというか、振っておきますよというところなのか

と思いました。 

でも、現実的には、養護教諭の先生にどこまで何を期待するのか、それからロイヤ

ーはじめ、先生方とは異なる専門職が校内でどのように動くべきなのか、言わなけれ

ばいけないこと、言っておきたいこと、研修の在り方についての一つ二つは入れる余

地はまだあるとは思いますが、ここだけでも一つの大きなテーマになると思います。 

庄司副会長の方で何か、ここだけは盛り込んだ方がいいのではということが、もし

ありましたら、お願いします。 

○庄司副会長 

  今回、仙台市や仙台市教育委員会の研修に限らず、外部の研修にも積極的に参加でき

るように、制度的にも整えるというようにしていただけるだけでも大分違うと思って
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いたところではあります。 

  今回の研修を柱にした報告にも、ぎりぎり入らなくはないかと思ってはいました。た

だ、厳密に言うと、仙台市が実施している研修の検討ですので、ずれていることは自

覚はしています。 

○氏家会長 

  教育相談課長に伺います。カウンセラー、ソーシャルワーカーに向けて、教育委員会

として様々工夫はされていると伺っておりますが、初任者研修のようなものや、例え

ば他の仙台市内のものに関して研修を促すというような形を取っているのでしょうか。

それから、予算措置なり、あるいは最低限の情報の提供というのはいかがなものでし

ょうか。 

○事務局（教育相談課長） 

  スクールソーシャルワーカーについては、教育委員会に、現在７名を配置しており、

ケース対応をめぐっての様々な研修を軸に、年１０回組み立てています。 

そのほか、スクールソーシャルワーカーがこういったセミナーに参加したいと申し

出があった場合には、外部の機関との連携状況を踏まえ、業務の中で参加するという

ことは行っております。 

  一方で、スクールカウンセラーについては、学校配置となりますので、教育委員会と

して実施している研修のほかに、制度立てて委員会が情報提供するものはありません

が、個人で外部への研修に参加するという形になっております。 

○氏家会長 

  カウンセラーとソーシャルワーカーでは雇用形態が違いますから、研修の持ち方の違

いも出てくるとは思いますが、個々のカウンセラー、ソーシャルワーカー、ロイヤー

に任せるだけではなく、教育委員会が設定する研修のほかに、他の知見を得るための

もので、いろいろな意味で吸収してきてもらった方がいいようなものに対しては、情

報提供をしていただきたいというようなあたりを盛り込むのはいかがでしょうか。 

  ただ、研修に行くとなれば、予算措置であるとか、責任性の問題などが出てくるかと

思いますので、絶対というところまではいかないかもしれません。私は今回はこの辺

が限界かと思いますが、庄司副会長、いかがでしょうか。 

○庄司副会長 

  難しいのは承知しているので、ご検討いただき、宿題ということであれば、それはそ
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れでとは思います。 

○氏家会長 

  古くて新しいものとして、カウンセラー、ソーシャルワーカー、ロイヤーだけでなく、

やはり養護教諭への期待が提言では大変多かったと思います。 

  それで、私は仙台市の学校は、養護教諭の先生は複数いるとばかり思っておりました

が、そうでもないとのことでした。養護教諭の先生には、恐らく生徒はわざわざ期待

するということではなくても期待するでしょうし、保護者は期待するでしょうし、校

内でも管理職の先生方は養護教諭に期待しており、この間の提言の中にも反映されて

いる部分はあると思いますが、こうなると養護教諭の先生をより働きやすくするだけ

でも、一つの大きな柱になるかと思います。 

それから、カウンセラーやソーシャルワーカーに関しては、研修もさることながら、

リクルートの段階からいろいろ考えなければならないところが出てくるとの思いがあ

ります。踏み込み出すと、今回の研修という大きい柱の中では限りがあるかと思いま

す。ただ、学校の中で非常に重要な役割を占めるのが養護教諭の先生なわけですし、

違う観点で学校により貢献していただかなければいけない方々が、ロイヤー、カウン

セラー、ソーシャルワーカーであり、それぞれの役割を持っていらっしゃることも確

かです。学校現場で本当に求められた役割であると思いますから、研修という大きい

柱の中では、若干加筆するか、そのくらいに留めさせていただいて、宿題といいます

か、我々は今後も心の中に留めておかなければいけないテーマであるということだけ

は了解しておきましょうということにさせていただければと思います。 

  ローマ数字Ⅴの４「多職種間の連携について」の部分に関して見てまいりました。 

最後のページになりますが、10ページ目のところで、本年度の開催状況と委員名簿、

資料等について、一通りご覧いただいて、何かお気づきのことなどありますでしょう

か。 

（各委員からなしの声） 

  それでは全体を通して、何か確認しておかなければいけないところなど、些細なこと

でも構いませんので、いかがでしょうか。 

  幾つか手を加えなければいけないところもありましたが、まず一旦、報告書の大きい

骨格についての議論を終えさせていただきます。 

その上でということになりますが、今日いただいたご意見を受けて、訂正といいま
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すか加筆等もしなければいけないところが出てきましたが、年が明けてしまいますと

非常に時間的な制約もありますので、研修という大きい柱でのブレはなかったかと思

いますし、ここから先の文言の整理に関しましては、会長と副会長に預からせていた

だきたいのですが、よろしいでしょうか。 

（各委員から異議なしの声） 

  それから、もうこの報告書の大きい骨格は動かさないつもりではありますが、修正部

分については随時メールで皆様に見ていただき、完成版については当然まず委員の皆

様にご覧いただきたいと思います。今回の検証・検討の結果については、条例で市長

に報告するのが会長の職務ということになっておりますので、後日、私から郡市長に

直接報告させていただきたいと思いますが、こちらについてもよろしいでしょうか。 

（各委員から異議なしの声） 

  まずは報告書の完成を急ぎまして、市長への報告日程等については、段取り等決まり

ましたら皆様にご連絡差し上げるようにしたいと思います。 

  本日までのところで、様々な社会情勢等もあって、非常に限られた時間の中での検証

ではありましたけれども、全体を通して、検証のところも含みますし、この会議の持

ち方など、お気づきのことがあれば承りたいのですが、いかがでしょうか。 

  （各委員からなしの声） 

  それでは、私の方での議事は、これにて終了させていただきたいと思います。 

進行を事務局にお返しいたします。 

 

３ その他 

○事務局（子供未来局長） 

  突然ではございますが、当初予定の回数を超える会議の開催となりましたが、これま

で委員の皆様にはご協力いただきましてありがとうございました。 

各回において、委員の皆様のそれぞれの専門性を十分に生かしていただいたご意見

を頂戴したと思っております。 

また、今年度は、各回ともに資料がとても膨大になりまして、会議のときだけでは

なく、いろいろとご意見をいただくに当たって、その前後にわたりまして、その確認

など本当に多くのお時間を割いてくださったのではないかと思っております。その件

につきましても、改めてこの場をお借りして御礼を申し上げたいと思います。 
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氏家会長からも冒頭いろいろお話がありましたように、今回テーマとなりました研

修については、非常に広範囲にわたっておりますので、研修に限らず、その周りのと

ころからも非常に幅広のご意見を頂戴できたのではないかと思います。 

その中で、このように柱を立てて報告書という形にまで作っていただきました氏家

会長と庄司副会長には、本当に多大なるご協力をいただきました。本当にありがとう

ございました。 

この報告書の中にも記載がありますが、検証会議で確認した提言について、ご遺族

の保護者と教育委員会が、このような事案は二度と起こさないという約束の下に作ら

れたと、そういったことを踏まえて、研修をどのように進めていくかというような議

論であったかと思います。そういったところに立ち返って、まとめていただいたとい

うことにつきまして、私たちも改めて重く受け止めなければいけないと思っておりま

す。 

市長報告までに、さらにこの報告書を深めていただくために、いろいろと確認をさ

せていただくところがあるかと思いますが、この最後の会議でも、いろいろな観点か

ら再度内容の確認をしていただき、本当によい物が出来上がっていると、ありがたく

思っております。 

お忙しい中、これまで５回の会議、ご協力いただきましてありがとうございました。

市長に報告しました暁には、私ども事務局として、教育委員会と仙台市として、改め

て具体化できるように検討を進めてまいりたいと思っております。本当にありがとう

ございました。簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。 

 

４ 閉  会 

○事務局（いじめ対策推進担当課長） 

  委員の皆様大変ありがとうございました。報告書の完成版につきましては、整い次第、

事務局から委員の皆様にお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。 

本日の予定につきましては、これで全て終了となります。 

  本日はどうもありがとうございました。 


